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映画の規定適用に関する補足 
劇場用映画以外に、楽曲の録音や上映について「映画」の規定を適用するコンテンツに関し、補足いたし
ます。 

プロジェクションマッピングについて 
平面のスクリーンではなく、建築物など立体的な物に、映像が形状と重なり合うよう映写する「プロジェクショ
ンマッピング」についても、それ自体を作品として鑑賞させるもの(例:東京駅やシンデレラ城に映写する作品
など)への録音、上映であれば、「映画」の規定を適用します。

イベント演出の一部とするなど、それ自体の映写だけでは鑑賞の対象として完成しない場合（アーティスト
のライブパフォーマンス、演劇の舞台演出など)は除きます。

なお、イベント演出の一部としてプロジェクションマッピングを製作する場合は、当該イベントにおける他の音
楽利用に含めたお手続きが必要です。詳細は、イベントの開催地を管轄する各支部へお問い合わせくださ
い。 

映画コンクールに応募するために製作した映像作品について 
コンクールへの応募作品など、制作の段階で、劇場で上映することが決まっていない映像作品に当協会管
理楽曲を録音する場合は、「映画録音」ではなく、「ビデオグラム録音」の手続きをいただくこととなります。
コンクールで入賞するなど、製作後に、劇場での継続的な上映が決まった場合などは、改めて「映画」の規
定に基づき、「映画録音」「映画上映」の手続きをお取りいただくことも可能です。
お手続きについて、ご不明な点等ございましたら、複製部 広告・ゲーム・映画課までお問合せください。

https://www.jasrac.or.jp/aboutus/office/index.html#sec02
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J-WIDの見方について 
「プロジェクションマッピング」 などで音楽を利用される際は、事前に、 
 「JASRAC 作品データベース検索 」で、ご利用予定楽曲の権利関係をお調べください。 

・J-WID：https://www.jasrac.or.jp/j-wid.html 
 
作品タイトル、著作者名、アーティスト名などから作品の検索が可能で、その楽曲の管理委託範囲などを
確認いただくことができます。 
検索結果の        をクリックすると、作品詳細画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 

 
映画録音（日本映画の製作） 
管理状況欄、複製「映画」をクリックすると管理状況を確認することができます。 
（映画録音 JASRAC管理の例） 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

https://www.jasrac.or.jp/j-wid.html


 

 

（映画録音 JASRAC非管理の例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

映画上映（日本映画の上映/外国映画の上映） 
管理状況欄、演奏「上映/BGM」をクリックすると管理状況を確認することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

｜管理状況の確認方法 
管理状況の表記についてはこちらをご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
映画での音楽利用について、各利用分野の管理状況が      または      の場合、その利用分
野において JASRAC へご申請が必要な楽曲となります。 

 

は JASRAC で管理していない利用となりますので、権利者にご確認ください。 

はお手数ですが、複製部 広告・ゲーム・映画課までお問合せください。 

https://www2.jasrac.or.jp/eJwid/help/help_words.html
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